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イギ リス行財政改革における

PrivateFinanceInitiative導 入 の 意 義

は じ め に

杉 浦 勉

イ ギ リス政府 に と って80年 代 以 降 は 行 財 政 改 革 の 歴 史 で あ った 。70年 代 か ら

続 く財 政 赤 字 の拡 大 と公 的債 務 の 累 積 を解 消 す るた め,そ れ まで の行 財 政 運 営

を徹 底 的 に改 革 して い く こ とが80年 代 以 降 の.イギ リス 政 府 の最 大 かつ 必 須 の課

題 で あ った 。 こ う した課 題 を背 景 に.登場 した サ ッチ ャー 政権 は 「小 さ な政 府 」

路 線 で も って これ に対 応 し,80年 代 は この 「小 さな 政 府 」路 線 が.イギ リス行 財

政 改 革 の 支 配 的傾 向 とな った 。 サ ッチ ャー 政 権 の この よ うな 政策 運営 は結 果 と

して80年 代 末 に財 政 の黒 字 化 と して 結 実 す る こ と とな った が,そ の一 方 で 国民

に対 す る公 共 サ ー ビス の削 減 を招 くこ と と もな った 。90年 に 政権 を 引 き継 いだ

メー ジ ャー は,国 民 が サ ッチ ャー政 権 期 にお け る公 共 サ ー ビ スの削 減 に反 感 を.

抱 い て い た こ とを 背 景 に,「 小 さ な 政 府」 路 線 を修 正 しな け れ ば な ら ない 必 要

に迫 られ た 。 メー ジ ャー政 権 期 に お け る,国 民 の 公 共 サ ー ビス を受 け る権 利 を

規 定 した シテ ィズ ン ・チ ャー・ター の策 定 は そ の 象徴 で あ り,こ の 時点 で行 財 政

改 革 の 支 配 的傾 向 は転 換 した 。 す なわ ち,80年 代 は 単純 に 政府 活 動 を縮 小 して

い くとい う傾 向 で あ った の に対 し,90年 代 は 政 府 が 国 民 に対 して 基 本 的 に責 任

を負 うべ き領域 を確 定 しなが ら財 政 再 建 を 指 向 して い くこ と とな った ので あ る。「

本 稿 が 分 析 対 象 とす るPrivateFinanceInitiative(:以 下,PFIと 略 記).は こ

う した90年 代 にお け る行 則.政改 革 の 中心 的 な柱.と し て位 置 づ け られ た 。.PFl

とは,公 共 サ ー ビ ス充 実 の基 礎 とな る社 会 資 本 整 備 を効 率 的 に進 め る た め に導
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入 され た 政 策 的 手 法 で あ る 。PFIを 導 入 した大 蔵 省 は こ れ ま で 政 府 が 一 手 に

引 き受 けて い た 社 会 資 本 整備 を民 間 の資 金 ・ノ ウハ ウ な ど を取 り込 む こ とで効

率 化 を達 成 し よ う と した 。 す な わ ち,PHは サ ッチ ャー 政 権 以 降 追 求 され て

きた 財 政 再 建 と シテ ィズ ン ・チ ャー ターで 規 定 され た 公 共 サ ー ビ スの 充実 とい

.う二 つ の 課 題 を 一 つ に結 びつ け て解 決せ ん とす る行 財 政 改 革 で あ った 。 こ う し

たPFIを メー ジ ャー 政 権 は 十 分 に活 用 す る こ とが で きな か った が,97年 に政

権 を奪 還 した ブ レア労 働 党 政 権 はPFIを 社 会 資 本 整 備 を進 め て い く現 実 路 線

と して評 価 し,政 権 発 足早 々 にPFI改 革 を 断 行 した 。 こ の ブ レ ア政 権 下 で の

改 革 に よ ってPFIは 急 速 に普 及 す る こ と と な った が,こ のPFI改 革 に お い て

は 大蔵 省 が 主 導 的 役 割 を 果 た し,大 蔵 省 のPFIに 対 す る ス タ ン スが 中央 集権

的 に傾 斜 す る 巾でPFIは 拡 大 して い っ た こ とに 注 目す る必 要 が あ る。PFIの

普 及過 程 が 大 蔵 省 の 中 央 集 権 的 な ス タ ンス へ の 転 換 に結 び つ い て い る こ とに

P科 の政 府 主導 とい う本 質 が 現 れ て い るか らで あ る 。

PFIは,近 年 の 日本 に お い て も社 会 資 本 整 備 の 新 た な 手 法 と して 多 くの研

究 者 や 実 業 家 か ら注 目さ れ,そ の プ ロ ジェ ク ト ・ス キ ー ムや 手法 の紹.介に は枚

挙 のい とまが ない η。 しか し,こ れ らの議 論 は も っぱ らPFIを 実 務 的 関心 か ら

手 法 と して の み 着 目す る 研 究 が ほ とん どで あ り,PFIが イギ リス 行 財 政 改 革

に おい て もって い る以 上 の よ うな 歴 史 的意 義 及 び本 質 を看 過 す る傾 向 にあ る。

本 稿 で は,PFI導 入 に至 る ま で の 政 策 展 開 を トレー.ス した一1.=で,PFIの 導

入 ・普 及 過 程 を 分 析 す る こ と を通 じて,80年 代 以 降 の行 財 政 改 革 お い てPFI

が もつ 歴 史 的 意 義 と本 質 を 明 らか に した い 。

1サ ッチャー政権の財政赤字に対する政策的対応 とその帰結

1979年 に 誕 生 し た サ ッチ ャ ー 政 権 の 政 策 運 営 の 基 本 的 理 念 は 「小 さ な 政 府1

1)例 えば,第 勧 業銀行 国際金融部編 「PP且とプロジ∫ク トファイ ナンス』東洋 経済新報社,

1999,福 島直樹1英 国にお けるPFIの 現 状』 日刊建設⊥業新 聞社,1999年.渡 辺隆之 「英 国

にお けるFFIの 導 入 と活用 につ いて」r日 本銀行調査 月vi1999年Z月 号,坂 田和 光 「イギ リス

のPFI?」 概 要と問題点.Irレ フ アレン.ス』 第49巻 第1号.な ど。
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路 線 で あ っ た。 同政 権 は肥 大化 した政 府活 動 が 国民 経 済 を非 効 率 に して い る と

考 え,国 民 経 済 を政 府 活 動 の圧 迫 な い しは制 約 か ら解 放 す るた め に政府 活 動 を

縮 小 す る こ と を政 策 的]標 と して い た。 巾で も当時 の政 府 が抱 え て い た 巨額 の

財 政 赤 字 はマ ク ロ経 済 活動 を停 滞 させ てい る主 要 因 とみ な さ れ,そ の削 減 の た

め 財 政 支出 を縮 小 す る こ とが サ ッチ ャー政 権 の 政 策体 系 の 中核 的位 置 を 占め て

い た。 ・方 で,財 政 赤 字 は政 府 活 動 の 非 効率,と くに行 政 分 野 に お け る非 効 率

に責 が あ り とさ れ,こ れ を効 率 化 し財 政 赤 字 を解 消 させ る こ とが 政 府 活 動 を縮

小 して い く取 り組 み の 環 と して位 置づ け られ た 。

サ ッチ ャー政 権 の財 政 赤 字 削 減 に向 けた努 力 は主 要 に は財 政 支 出 の 削 減 に 向

け られ た。 まず はそ の概 要 を確 認 して お こ う。 第1表 はサ ッチ ャー 政 権 期 の イ

ギ リス財 政 収 支 の推 移 を示 した もので あ る。 これ に よれ ば 財 政 支 出 は84年 ま で

は増 加 を続 けて お り,こ の時 期 はサ ッチ ャー 政 権 が 掲 げ た 財 政 支 出 削 減 とい う

政 策 的 目標 は統計 的 事実 に は表 現 され て い な い 状 況 で あ った 。 しか し,.85年 以

降,歳 出 の伸 び は 落 ち着 きを見 せ 始 め る、83年 に3,8%,84年 に3.4%で あ っ た

財 政 支 出 の伸 び率 は85年 に は12%へ と低 下 し,86年 に は1.6%と や や上 昇 した

もの の87年 は0.4%と 再 び低 下 した。 そ してつ い に89年 に は 一2.1%と 伸 び率 は

マ イ ナ ス に転 じる こ と とな った 。 そ の 後 の89年 も1 .1%と 低 位 に安 定 さ せ て い.

る こ とか ら,サ ッチ ャー政 権 は80年 代 後 半 に財 政 支 出削 減 とい う 目標 に到 達 し

た と言 え るだ ろ う%

行 政 の効 率 化 に 目を.移そ う。 サ ッチ ャー政 権 が 取 り組 んだ 行 政 効 率化 の 目玉

二なる改 革 は政 権 後 期 の88年 に 始 ま る エ ー ジェ ン シー化 で あ った 。 エ ー ジ ェ ン

シー化 とは,行 政 活 動 を 政 策立 案部 門 と執 行 部 門 に大 別 す る とい う考 え 方 の も

⊃ 二政 策 立 案 部 門 か ら執 行 部 門 を 独 立 さ せ て エ ー ジ ェ ン シ ー(Executive

Agency)と し,そ の エ ー ジ ェ ン シー に運 営 ・管 理 に 関 す る多 くの裁 量 を与 え

=サ ッチ ャー 政 権 期 の財 政 動 向 に 関 して ,詳 し くは,森 恒 夫 「サ ッチ ャ ー政 権 下 の イ ギ リ ス財

政jr証 券 研 究 」 第91巻,1990年2月,あ るい ぼ同 「サ ソチ ャー 政 権 末 期 か ら メー ジ ャー 政 権 下

の イギ リス則.政 と.景気 動 向 」 『証券 研 究J第109巻,1994年7.,」,を 参 照 され た い.
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第1表 サ ッ チ ャ ー 政 権 期 の 財 政 収 支 神 位=1.00万 ボ ン ド)

年 1979 1980 1981 1982 1993

歳 入126,147129,5481134,8421138,5791140,983

前 年 比(%)一2.714.112.81.7

GD13⊥ ヒ(%)ヨ8.2140.242.342.842.0

歳 出134,616140.375143,142146,531152,049

前 年 比(%)2.62.02.43.8

GDP比 〔%)43.544.945.245.3

財 政1匹し支二 一10,698-10,827-8.299一.一7.952-11,065

.前 年 比 〔%)一1.2-23.3-4.239.1

1984

143,794

2,0

42.0

157,170

3.4

45.9

一13
,376

20.9

年 1985 1986 1987 1988 1989 1990

歳 入

前年比 〔.%.)

GDP比(%)

149,4161

3.9

42.1

152,675

2.2

41.2.

156,572

2.6

4Q.4

162,336

3.7

40.1

164214,

1.0

39.4.

165,409

0.7

39.5

歳出 159,013 161628, 162.,355 159,010 160,414 】70,397

.前 年比 〔%)

GDP比(%)、

1.2

44.8

6

6

1

34

」4

9

0

14

一2.1

39.3

1.ユ

38.4

財 政 収 支 一9,597-8、884-5、7463,2973,800

前 年 比(%)一28.3-7.4-35.3-57、4-15.2

6,2

40.7

-4.988

31.2

1L置所:{ノKNo直 ρη皿∠Aご σα【`ア～q1993ed,T.1.1,9.1よ りf乍 成,

る もの で あ る㌔ エ ー ジ ェ ン シ ー化 の こ う した 考 え方 は82年 に実 施 され た,行

政 組 織 に民 間 の 手法 を導 入す る改 革 の路 線 を引 き継 い だ もの で あ る。 この麗 年

の 改 革 は行 政 業 務 の 効 率 化 を 図 る た め に行 政 組.織の 財 務 管 理 に民 間 手 法 を導 入

しよ う とす る試 み で あ った が,行 政機 関 に浸 透 して はい なか った 。 エ ー ジ ェ ン

シー化 は82年 の 改 革 にお け る行 政 業務 の効 率化 とい う考 え方 を踏 襲 した 上 で,

さ ら に根 本 的 改 革 を 目指 して 行 わ れ て た行 政 改 革 で あ る㌔ エ ー ジ ェ ン シー 化

3)エ ージェンシ・一化は88年にサ ッチャー政権の効率性向上問題顧問であったサー ・ロビン ・イブ

ス(R.lbbs)と 首相府効率室 のス タッ7が まとめた報告書、'川ρ7朋而∬M盈 αgθπrε曜`π

Go脚r刀脚 配、㍑ θNぼ6`ψ によって提唱された。この報宍害が罷喧 し.た行政改革の基本的な

考え方ば,民 間の粋営手法を行政執行機関運営へ導入するこ.とにより.行 政サービスの質の向上

と組織運営の効率化を馴ろうとするもOで あ・,た.

の こうした経鋤 下で汗 一ジ・ンシー化繊 唱 された塒 書・∫・ψ　 喀 血 ・鯉 　 ♂
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は 現 在 イ ギ リ ス行 政 機 関 に広 く普 及 して い る。200近 くの 行 政 機 関 で エ ー ジェ

ンシー 化 が 実 施 さ れ て お り,イ ギ リス に お け る公 務 員 全 体 の5分 の4が エ ー

ジ ェ ン シー に勤 務 して い る。 イ ギ リス政 府 は こ う した一 連 の行 政 効 率 化 に よ っ

て財 政 赤字 削 減 の約6割 近 くに貢 献 した と算 定 して い る%

以 ヒ,サ ッチ ャー政 権 が 財 政 赤 字 を 克 服 す るた め に施 して きた 改.革をみ て き

た が,こ う した取 り組 み は先 の 第1表 に示 した よ うな88年 の 財.政黒 字 化 とな っ

て 現 れ た。 政 権 発 足 当 初4t100億 ポ ン ドを 超 え る 財 政 赤 字 を 抱 え て い た サ ッ

チ ャー政 権 で あ った が,84年 の133億 ポ ン ドを峠 と して そ の 後 は減 少 傾 向 に転

じて い る。85年 以 降 財 政 赤 字 は財 政 支 出 の減 少 と足 並 み を揃 えな が ら縮 小 し続

け,財 政 支 出 が マ イ ナ.ズに転 換 した88年 に は30億 ポ ン ド強 の財 政 黒字 を達 成 し

た。 翌 年 の89年 に も4⑪億 ポ ン ドに迫 る則.政黒 字 を計 トして お り,サ ッチ ャー政.

権 の財 政 赤 字 との格 闘 は サ ッチ ャー政 権 の勝 利 と言 え る到 達点 に た ど り着 い た。

サ ッチ ャー 政 権 の こ う した業 績 は財 政 規模 の動 向 をみ る と よ り鮮 明 に な る。

第 ユ図 は第1表 の うち 財 政 支 出 と財政 収 入 の対GDP比 を グ ラフ に した もの で

あ る。 これ に よれ ば,先 に見 た財 政 支 出 や財 政 赤字 の推 移 と同様 に,政 府 規 模

は84年 を分 岐点 と して減 少 傾 向 に な って い る こ とが見 て取 れ る。 サ ッチ ャー 政

権 が 政 策運 営 の基 本 的理 念 と して い た 「小 さ な政 府 」 路 線 は則.政規 模 を見 る限

り実現 さ れ た もの と言 え るだ ろ う。

しか し.一方で,サ ッチ ャー 政 権 は こ う した財 政 状 況 の良 好 さ を うち消 す 要 因

も生 じさせ た。 財 政 赤 字 を削 減 す る諸 策 は 国民 に とっ て は厳 しい 仕 打 ち とな っ

た た め,国 民 の 間 にサ ッチ ャー 政権 へ の批 判 が 高 ま った の で あ る。 財 政 支 出 を

削減 す る た め にサ ッチ ャー 政権 が施 した方 策 を見 てみ よ う。 先 の 第1表 で84年

ま で は財 政 支 出 は増 大 傾 向 に あ った こ とを見 た が,増 大 の 最 大 の 要 因 は社 会保

障 支 出で あ った 。 と りわ けサ ッチ ャー政 権 を悩 ませ た の は 景 気 低 迷 を 背 景 に増

＼ 加Goη8川7η2η ε,7痂N甜.`8卸 に は 「.TheNextSt,,1の 名 前 が 付 け ら れ 『〔い る.な お ,こ れ

以 降 もエ ー ジェ ン シー化 に 関す る報 告 書 に は 「TheNcxtStep」 が 付 与さ れ て い る。

誹 サ ッチ ャー 政権 に お け る行 政 改 革 と則.政 赤 字 削 減 との 関 連 につ い て の イ ギ リス政 府 の 見 解 につ

い て は,('Am,Office,N削58ψ 尺8御 π199スMarchl998,London,HMSO、 を参 陥 。
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第1図 サ ッチ ャ ー 政 権 期 の 政 府 規 模

E三無:騰:苅

19791980】98119呂219831984/985198619871988/9891990〔 年)

大 して い た 失 業給 付 支 出で あ っ た。 同政 権 は失 業 給 付 支 出 を抑 制す るた め に失

業 率 の定 義 を厳 格 化 し,失 業給 付 の対 象 とな る失 業 者 を統 計 ヒか ら減 少 させ る

こ とで対 応 した 。 こ う した制 度 技 術 的 な 失 業.者数 の圧 縮 の結 果,86年 に320万

人 を 越 えて い た 失 業 者数 は 景.気回復 の 影 響 もあ っ て89年 に は200人 を割 る水 準

まで 減 少 し,失 業 給 付 支 出 は大 幅 に 減 少 す る こ とに な っ た ので あ る5〕。

エ ー ジ ェ ンシ ー化 も同様 に,国 民 に と って は公 共 サ ー ビス の削 減 とな って 現

れ た,,公 共 サ ー ビスが 受 け られ ない,あ るい は不 十分 に しか受 け ら れ な い国 民.

が 多 数 生 まれ た ので あ る。 例 えば,医 療 分 野 を見 て み よ う。 国 民 の 医療 分 野 に

対 す る不 満 は医療 サ ー ビ スを受 け る際 の 非 常 に長 い 待 ち 時 間 に 象徴 さ れ て い た。

緊 急 以 外 の 入 院 治 療 は後 回 しに な り,手 術 治 療 を受 け るに も数 週 間 か ら数 ヶ月

の長 い 間待 機 者 リ.ストに載 って辛 抱 せ ざ る を得 なか った 。 エ ー ジ ェ ン シー化 は

こ う した状 況 を改 善 す る もの と期 待 さ れ たが,実 際 は,エ ー ジ ェ ンシー 化 は 医

療 ス タ ッフの解 雇 や 彼 ら の賃 金 カ ッ トに結 びつ き,国 民 が 医 療 サ ー ビ ス を受 け

る機 会 は む しろ 減少 す る こ と とな った%

6}森 恒夫,前 掲論文.「サ ッチ ャー一政橋下の イギリス財政」155-158ペ ー ジ。

7)安 章浩 「イギリスの行政改革 の 『脱行 政1化 的傾 向に閲す る批判的考察1「 早稲田政治公法/

豚
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日増 しに大 きくなる国民の声の中で,サ ヅチャー政権の政策運営は修正を迫

られることになる。第1表 に示されている90年 の財政支出の激増は,同 年の選

挙を目前に控えたサ ッチャー政権が政策運営への国民の不満が高揚している状

況に対処するため社会保障支出を大幅に増額したことが要因であるε〕。 しか し,

こうした一次的な対策で国民を納得させることはできず,.サ ッテヤ「政権は90

年の選挙で敗れ,そ の政策理念であった 「小さな政府」路線は限界を露呈する.

ことになった。すなわち,政 府活動の縮小 とい う点では.一定の成功を収めた

「小さな政府」路線てあったが,そ れは政府活動が範囲とすべ き基本的領域に

ついての議論が十分になされないままの縮小であった。 したがって,国 民は国

民生活にとって必要不可欠な基本的条件の整備まで もが縮小される過程で公共

サービスを受ける権利を剥奪されたと考え,サ ッチャー政権への不信感を抱か

ざるをえなかったのである。

Hシ テ ィズ ン ・チ ャー タ ーの 策 定 とPFIの 導 入

1990年 】.1月にサ ッチ ャーか ら政 権 を引 き継 い だ メー ジ ャー は,政 権 発 足 当初

か ら厳 しい 政 治 的環 境 に た た され てい た 。保 守 党 で あ る メー ジ ャー.が政 権 に就

い た に もか か わ らず,世 論 調 査 で は保 守 党 は労働 党 に2倍 以 上 の差 をつ け られ

て い た か らで あ る。 これ は,90年 か ら の 景 気 低 迷 を背 景 と し なが ら も,サ ッ

チ ャー 政権 期 の政 策 運 営 に国 民 の批 判 が 高 ま って い た こ とが 要 因で あ った 。 し

た が って,.メ ー ジ ャー政 権 はサ ッチ ャー政 権 の 「小 さ な.政府 」 路 線 を継 承 す る

一 方で
,そ れ に対 す る国 民 の批 判 を考 慮 しなが ら政 策 運 営 して い く必 要 が あ っ.

た 。 国民 の批 判 は主 要 に は公 共 サ ー ビス の削 減 へ と向 け られ て い た か ら,メ ー

ジ ャー政 権 は公 共 サ ー ビ スの充 実 に取 り組 む 姿 勢 を明 確 に示 す た め,第'に 政

㌔研r1第57号,1998年all,161ペ ー ジ。 な お ,医 療 分 野 はPFIの 導 入が もっ と も望 ま れ る分 野

の 一 つ と な って お り,今LI多 くのPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トが 誕 生 す る運 び とな って い る.PFIと

の 関 連 も含 め て,医 療 分野 につ い て は今 後 の ケー ス ス タデ ィで 詳 述 した い 、

8[森 恒 夫,前 掲 論 文 「サ ヅチ ャー 政 権 末 期 か ら メー ジ ャー 政 権 卜.のイ ギ リス 財政 と景 気 動 向」66

ペ ー ジ巾
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府 活 動 の うち行 政 活 動 が 国 民 に対 して 責任 を負 うべ き基 本 的領 域 を定 め る こ と,

第 二 に.財政 制約 の下 で 国 民 生 活 の 基 盤 とな る社 会 資 本 整備 を 進 め て い くこ と,

この2点 を政 策 目標.に掲 げ,具 体 的政 策 と して は前 者 に対 して は シテ.イ.ズン ・

チ ャー タ ーの 策 定,後 者 に対 して はPFIの 導 入 を もっ て対 応 した 。

メ ー ジ ャー 政 権 は ま ず 政 権 が 発 足 した 半 年 後 の91年7月 に シ テ ィ ズ ン ・

チ ャー ター(Citizen'sCharter)を 策 定 し,行 政 活 動 にお け る公 共 サ ー ビス の

提 供 に関 す る具体 的 な原 則 ・方 針 を定 めた 。 シ テ ィズ ン ・チ ャー ター とは,国

民 が 公 共 サ ー ビス を受 ける権 利 を提 示 した 憲 章 で あ る。 す な わ ち,公 共 サ ー ビ

烹 の享 受 や 決 定 な どの権 利 を,抽 象 的 権 利,請 求 権 が 認 め られ な い 一般 的 な法

権 利 と して で はな く,国 民 の具 体 的 権 利 と し.て規 定 した もの で あ る 。 シ テ ィズ

ン ・チ ャ ー ター の 基 本 的考 え方 は次 の三 点 に ま とめ る こ とが で きる 。 第 一 に応

益 原.則の徹 底 で あ る。公 共 サ ー ビス は国 民 が 政 府 か ら無 料 で 享受 で きる もの と

の見 方 を否 定 した上 で,租 税 あ るい は利 用 料 金 を支 払 って い る以L,良 質 の公

共 サ ー ビ ス を受 け取 る権 利 を 国民 が 有 して い る と した 。 第 二 に 国民 の顧 客 と し

て位 揖 づ けで あ る。 国民 を公 共 サ ー ビス を利 用 す る顧 客 と位 置づ け た 上 で,市

場 経 済 の アナ ロ ジー.の下,公 共 サ ー ビスの 要 否 の み な らず そ の あ るべ き水 準 や

価 格 な どす べ て の決 定 権 者 は 国民 で あ る と した 。 第 三 に 行 政 行政 の効 率 化 で あ

る。 国 民 負 担 の軽 減 と行 政 機 関 の効 率 化 は国 際 競 争 力 回 復 の た め に も強力 か つ

不 断 に推 進 され るべ き必 須 課 題 と位 置 づ けた 。

シ テ.イ.ズン ・チ ャー ター は新 聞 で は現 代 の マ グ カル タに な る可 能性 が あ る と

報 道 され9},一 般 的 に もメ ー ジ ャー政 権 の ビ ッグ ア イ デ ィア で あ る.と評 され て

い る1%メ ー ジ ャー 政権 は こ う した 高 い 評 価 を受 け た シ テ ィズ ン ・チ ャー ター

を今 後 の 政 府活 動 の基 本 的理 念 とす る こ と と し,各 省庁 は そ れ を ベ ー ス と して

よ り具体 的 な個 別 の チ ャー ター を策 定 して い った 。 一例 を挙 げ れ ば,保 健 省 は.

医 療 サ ー ビ ス を 受 け よ う と す る 患 者 の た め の べ イ シェ ン ト ・チ ャー ター

9)TheTimex23Jv1Y1991,p,10,TheGuardian,23July1991」p.8.

10)D紀nnisA.KavanaghandAnthonySeldon〔eds.).7光8Mのoノ ・迄がレ砿1994.p.64.

.曲
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(Patient'sCharter)を 策 定 した 。 こ の 中 で,患 者 は18ヶ 月 以 内 に病 院 に よ る

処 置 を受 け る こ とが で き,専 門 医 な ど に紹 介 さ れ た場 合 は26週 間以 内 に外 来 患

者 と して処 置 さ れ る こ とが 保 証 され た 。 ま た,各 病 院 は こ う した 医療 サ ー ビ ス

の 基準 の実 績 評 価 に 関す る年 次 報 告 を 公 表 す る こ とが 決 め られ た 。 ペ イ シ ェ ン

ト ・チ ャー ター は確 実 な実 績 を示 して お り,イ ン グ ラ ン ドに お い て は病 院 に入

院 す る まで に1年 以.ヒ待 た され た 患 者 の 数 は9ユ年 に は17万2000人 で あ った が,

95年 に は4600人 と97%強 もの 顕 著 な 減 少 を 達 成 して い る」1)。シ テ ィ ズ 「ン ・

チ ャー ター は主 要 な公 共 サ ー ビスの 分 野 で 個 別 具 体 化 さ れ て お り,そ れ ぞ れ の

分 野 にお い て高 い実 績 評 価 を受 けて い る。 こ う して メー ジ ャー政 権 は シ テ ィズ

ン ・チ ャー ター に お い て政 府 の行 動 規 範 を 示 す こ とで,サ ッチ ャ ー政 権 期 に お

け る.公共 サ ー ビ.ス削 減 へ の反 省 姿 勢 を明 確 に した の で あ るP。

国民 が 良 質 の サ ー ビス を受 け る権 利 を規 定 した シテ ィズ ン ・チ ャ」 ター は,

しか し,こ れ の みで は空 理 空 論 と も言 え る もの で あ った 。 シテ ィ.ズン ・チ ャ・一

夕ー で規 定 さ れ た 内容 を実 現 しよ う とす れ ば,お の ず とそ れ に見 合 う財 政 出動

が 必 要 とな って く るので あ るが,当 時 の.イギ リス財 政 に は そ れ を受 け止 め るだ

けの キ ャパ シ テ ィが 不 十 分 だ った か らで あ る。 メー ジ ャー 政権 は,サ ッチ ャー

政 権 下 で は成 し遂 げ られ なか った 公 共 サ ー ビ.スの 充 実 を 進 め る た め に シ テ ィズ

ン ・チ ャー ター を策 定 したが,そ の 一 方 で これ を財 政 制 約 の 中で 実現 す る た め

に財 政 支 出 の効 率 化 に取 り組 ま な けれ ば な らな か った の で あ る 。 と りわ け,'公

.共 サ ー ビ.ス充 実 の基 礎 とな る社 会 資 本 整 備 につ い て これ を効 率 的 に進 め て い く

こ とが 必 須事 項 と して位 置 づ け られ た.こ う して 財 政 効 率化 が.メー ジ ャー政 権

の次 な る政 策 的 課題 とな った ので あ り,こ の 課 題 を 克 服 す る た め の取 り組 み の

11)CahinetOl丘 じビ,TheCitizens',01,一Five】 価η5α7,HMS(.〕19,46,pp.6-9.

12)し かし.一方で,シ ティズン・チャーターに縛して無条件に高い評価を与えることはできない。

市場経済とのアナロジーでもって国民を公共サービスの顧客と位置づけることは,国 民が本来有

している諸権利を著 しく限定するからである。すなわら,基 本的人権の持ち主である国民を公共

サ・..ビスの単なる顧客 として狭 く解釈 してお 噂,その結果,顧 客として以外の国民の側面は政府

によって無視させる危険性をはらんでいる.こ うしたシティズン・チャーターの問題点について

は別の機会に議論するが,さ しあたり,安章浩 「「市民憲章」とイギリスの行政改革の動向」1早

稲田政治.公法研究』第54弓.,1997年4月,を 参照されたい。
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第2表 メ ー ジ ャ ー 政 権 期 の 財 政 支 出(単 位;ID億 ボ ン ド)

年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

歳 入

前年比(%〕

GDP比(劉

217.6

-

39.5

223.0

2.4

38.7

223.2

0.1

37.3

228.1

2ユ

36.1

245.6

7.1

36.8

267.0

8.0

38.1

284.0

6.0

37.8

309.3

8.2

38.8

歳 出

前 年比 〔%)

GDP比 〔%)

224.2

-40.7

237.6

5.6

41..3

260.4

8.8

43.6

277.4

6.1

44.O

291.0

4.7

43.5

305.7

4.8

43.6

314.3

2.7

4ユ.8

322..1

2.4

40.3

財政収 支

前年比 〔%)

一 6.6

一

一14.7

55.1

一37
,5

60.8

一 49,3

23.9

一45 .4

- 8.6.

一38.8

-172

一 30.4

- 27.6

一 12.9

-135 .7

出 所:び んN疏07`iム 舩 ω ～ρ置郎,1997,T.1、1、1.7,1.9よ り 作 成 。

中軸 に据 え られ た の が 新 た な社 会資 本整 備 の手 法 と してのPFIで あ っ た。

PFIが 導 入 され る こ う した 背 景 を,大 蔵 省 がPFIを 初 め て提 唱 した92年11.

月 のAκ 餌 隅π酌α飽 ηθ厭 に沿 って確 認 して お こ う。AutumunStatementに お い

て大 蔵 省 ぽ まず,財 政 運営 の 目標 につ い て次 の よ うに 述 べ て い る。1経 済 の 長

期 的 な 見通 しの基 礎 的 条 件 は財 政 支 出 の 厳 格 な 管 理 と持 続 性 の あ る則.政状 態 で

あ る。 政 府 の 目標 は,国 民 所 得 に 占 め る則.政支 出 の 割 合 を 漸次 縮 小 す る ことで.

あ る」L3)、,第2表 に示 さ れ て い る よ うに,こ の 報 告.書が 発 表 され た92年 の財 政

状 況 は90年 以 降 の 景 気 後 退 の影 響 を受 け て 財.政赤 字 は357億 ポ ン ドに も達 して

お り,財 政 再 建 の必 要性 が 高 ま って いた 。 しか し,財 政 支 出 の 削 減 で これ に対

応 しよ う とす れ ば,公 共 サ ー ビス の水 準 の 低 下 につ なが る こ と にな り,「 国 民

は顧 客 で あ る と同時 に納税 者 で あ る とい う双 方 の立 場 か ら,そ の ニ ー ズ に応 え

る 高 い 品 質 のサ ー ビス を効 果 的 かつ 許容 し うる費 用 で,提 供 を受 け る権 限 を 有

して い る」掛 か ら財 政 支 出 の削 減 を行 う こ と は難 しか った 。 厳 しい 予算 制 約 の

中 で い か に して 公.共サ ー ビス を提供 し,社 会 資本 整 備 を進 め てい くか とい うこ

とが新 た な 課題 とな った。 こ の解 決 策 と して 報 告書 は 「公 共 サ ー ビ スの有 効 で

13)IIMTreasury,.{翼'脚 η5苫 確 御 側1992,Cm2096,N.,ember1992,London、HMSO,p.2.

14)∫ 扉6孟,P、5.
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効 率 的 な 提 供 方 法 を見 い だ す こ と に よ り,公 共 サ ー ビス の水 準 向 上 を 図 る」1う}

こ とを打 ち 出 した 。 具 体 的 には,民 間 の資 金 を活 用 し,官 民協 力 に よ って社 会

資 本 整 備 を進 め る こ と,民 商部 門 を資 金 だ けで は な く運 営 ・管理 の面 で も取 り

入 れ る こ とが 提 唱 され た 。 「よ り質 の 高 い 公 共 サ ー ビ.スを よ り効 率 的 に提 供 す

る た め,公 共 部 門 の 中 に民 間部 門 を 直接 取 り込 み,資 金 だ けで はな く運 営 ・創

造 能 力 を活 用 す る」.1昌〕ので あ る。 社.会資 本 整 備 の新 手 法 で あ るPFIは こ う して

ス タ ー トした 。

こ の よ う に,PFIと は,社 会 資 本 整 備 を 効 率 的 に進 め て い くた め に 大 蔵 省

が導 入 した政 策 的 手 法 で あ る。具 体 的 に は,従 来 の社 会 資 本 整備 にお い て 大蔵

省 を は じめ 各 省庁 が担 って い た業 務 をで きる だ け民 間 部 門 に委 譲 し,民 間部 門

を社 会 資 本 の整 備 業 務 に参 加 さ せ る こ とで 民 間部 門の 資 金 をは じめ 運営 ・管 理

茎 に・… 活用す・瓶 あ・.・ ・省は・の・… 間部門を取 ・込む・と
で 社 会 資 本 整 備 を効 率 的 に 進 め,シ テ ィズ ン ・チ ャー ター にお い て 規 定 さ れ た

公 共 サ ー ビ ス の充 実 とい う 目標 を 達 成 しよ う と した。 つ ま り,PFIに お い て

は サ ッチ ャ ー政 権 以 降 追 求 さ れ て きた財 政 削 減 とい う 目標 とそ れ へ の 反省 か ら

策定 され た シ テ ィズ ン ・チ ャー ター と.が統...一的 に 目指 され て い るの で あ る。 ま

た,大 蔵 省 は こ う した 社 会 資本 整備 の効 率 化 を行 政 組織 にお け る責任 や権 限 を

可 能 な限 り末 端 単位 に 下 ろ す こ とで 達 成 しよ う と して い る。 民 間 部 門 を社 会 資

本 整 備 の運 営 ・管 理 の 面 で 活用 す る こ とは,そ う した 業 務 に関 す る意 志 決 定 過

程 を民 間部 門あ るい は 民 間 部 門 と直 接 対 応 す る末 端 の 行 政 組織 に委 譲 す る こ と

を意 味 す るか らで あ る。 こ う した行 政 組 織 改 革 の 観 点 か ら見 る と,PFIは 先

述 した エ ー ジ ェ ン シー 化 の路 線 を継 承 した もの で あ る と言 え よ う。 こ う して

PFIは サ ッチ ャー 政 権 以 降 の行 財 政 改 革 を 総 括 す る内 容 を 与 え ら れ るか た ち

で 導 入 され た の で あ る。

しか し,PFIが ス ター トした と言 っ て も,即 座 にPFIプ ロ ジ ェ.ク トが 立 ち

15〕16'鼠、P.6,

15)'み 猷孟,P.8.
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第3表 資 本 支 出額 に 占め るPFIに 対 す る支 出額
〔単位:

(147)61

10憶 ポ ン ド}

年 1992 1993.1994 1995. 1996 ユ997 1998 1999

..資木支出

PFI

21.6一 20.ol20.7

… 0.10.2

20.6

⑪.4

19.7

,.,

ユ8.0

2.5

17.8

3.7

ユ7.7

4.3

資本.支出合計

PFI比 率 〔殉

21.6一... 20,120.9

0,511.0

21.O

ユ.9.

20.8

5..3

20.5

12.2

21.5

.17.2

22.0

19.5

出 所=凡 凪 癬 α」∫r碍韻8η`α πぜ 挽 卿`.尺 ψr,肱March2000、T、C14,T.C15,T.C16よ り作 成 。

上 が っ た とい.うわ けで は な か った 。 第3表.はPFIプ ロ ジェ ク トの 契 約 金 額 の

うち長期 的 なサ ー ビ ス購 入 の た めの 支 払 を除 い た 資 本 支 出 の動 向 を 見 た もの で

あ るが,PFI導 入 当初 はPFIプ ロ ジ ェ ク トの契 約 金 額 は伸 び悩 ん で い た こ と

が 示 さ れ て い る。92年 にPHが 導 入 され た もの の,そ の 直 後 の♀3年 に.は契 約

金 額 は1億 ポ ン ド,翌 年 の94年 に は2億 ポ ン ドと少 額 で推 移 して い る 。 これ は,

92年 のAutumnStatementで}まPFIの 基 本 的 な 考 え方 を 示 した だ けで あ り,

PFIプ ロ ジ ェ ク トを 実 際 に進 め て い か な けれ ば な らな い各 省 庁 と民 間 事 業 者

の 問 に混 乱 が 広 が って い た こ とが ギ 国で あ った 。

大 蔵 省 は こ う した状 況 を 放 置 してい たわ けで は な い。 大蔵 省 はPF1を 普 及

さ せ る た め次 の3点 の対 策 を講 じた 。rつ は,PFI推 進 機 関 の設 置 で あ る 。

大 蔵 省 は新 た に大 蔵 省 大 臣 に 就 任 した ケ ネ ス ・ク ラー ク(K.Clarke)は,.

1993年11月 にPFI推 進 の た め の 機 関 で あ るPrivateFinancePannel(以 下,

PFPと 略 記)を 設 置 した。PFPは 官 民 合 同 の組 織 で,受 発 注 者 間 の紛 争 の仲

裁,.各 省庁 に対 す るPFI6)新 規 分 野 の提 言,民 間企 業 が 参 入 で き る プ ロ ジ ェ

ク トの 検 討,ガ イ ドライ ンの 策 定 な どを行 った 。大 蔵 省 はPFIを 専 門 的 に取

り扱 う機 関 と してPFPを 設置 し,こ のPFPを 主 体 と してPFIを 普 及 させ て

い こ う と した。

第一二に,PFIに 関 す る ガ イ ドブ ッ ク の発 行 で あ る。 ガ イ ドブ ッ ク と は、 新

設 され たPFPが 作 成 ・発 行 す る もの で.,PFIプ ロ ジ ェ ク トを進 め る に あ た っ

て標 準 的 に必 要 と な る項 目 につ い て の 大 枠 が 示 され て お り,主 要 な も ので は
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BreakingNeverGr・ 観417〕,翫 ・L・α`θの ヵoπ 醐 嬢P励'f`娩 πψ19,,6～ 磁81伽5

forSmoothingtheProcurementProcess"な ど が 発 行 さ れ て い る 。 例 え ば,

GuidelinesforSmoothingtheProcurementProcessでMPFIプ ロ ジ ェ ク トの

実 施 手 続 き の モ デ ル ケ ー ス が 示 さ れ て お り,PFIプ ロ ジ ェ ク トの 実 務 過 程 に

お け る 業 務 内 容 を 標 準 化 し よ う と試 み て い る 。 プ ロ ジ ェ ク トの 発 案 者 で あ る 各

省 庁 は こ う し た ガ イ ド ブ ッ ク に 基 づ い て プ ロ ジ ェ ク ト を 企 画 ・実 行 す る 。 そ の.

一 方 で
,各 省 庁 が 積 み 重 ね た 経 験 は 失 敗 し た も の も含 め て 大 蔵 省 に フ ィ ー ド.

バ ック さ れ,大 蔵 省 は そ の デ ー タ を 元 に 新 た な ガ イ.ド ラ イ ン を発 行 して い っ た 。

す な わ ち,PFIの 枠 組 み は 一 つ の 制 度 や 法 律 とい っ た 形 式 で は な く,こ う し

た ガ イ ドブ ッ ク の か た ち で 徐 々 に 整 備 さ れ て い っ た の で あ る 。

第 三 に,ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ン グ の 実 行 で あ る 。 大 蔵 省 は1994年11月 に

PFIで 行 う こ と が 不 可 能 で あ る こ と が 示 さ れ な い 限 り,各 省 庁 が 行 う公 共 プ

ロ ジ ェ ク トに 財 政 資 金 を 投 入 しな い 方 針 を 発 表 しだ%こ れ が ユ ニ バ 「 サ ル ・

テ ス テ ィ ン グ で あ り,.各 省 庁 が 実 施 す る プ ロ ジ ェ ク トす べ て に つ い てPFI導

入 の 検 討 を 義 務 づ け る も の で あ る 。 大 蔵 省 は ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ン グ を 実

行 す る こ とで 各 省 庁 や 民 間.事 業 者 に 多 くのPFIプ ロ ジ ェ ク トの 案 件 を 検 討 さ

せ る こ と を 通 じてPFIに 関 す る 経 験 を 積 ま せ,こ れ を も っ てPFI普.及 の 起 爆

剤 と し ょ う と し た の で あ る 。

メ ー ジ ャ ー 保 守 党 政 権 下 の 大 蔵 省 は 以Lの よ う な 対 策 を 高 じ る こ とで 多 く.の

プ ロ ジ ェ ク トにPFIを 導 入 し よ う と 試 み て き た 。 し か し,同 政 権 時 代 に 契 約

が 成 立 し たPFIプ ロ ジ ェ ク ト は 道 路 分 野 や 刑 務 所 分 野 の ご く わ ず か し が な

か っ た 。 前 掲 の 第3表 に 示 し た よ う に,メ ー ジ ャ ー 政 権 期 で あ る92年 か ら96年

ま で のPFIプ ロ ジ ェ ク トの 資 本.支 出 は 累 計 し て も97年 の 金 額 に す ら 匹 敵 し な

17>HMPi・easllry,1う ゴ傭6F伽 羅 加 畑`漉,Bダ 〃罐噸N伽 〔∫アo醒楓Nov〔tuber1993,London,

IINIS⊂).

18)HMTreasury,品 質7鷹 の ρo敵城y,胤 伍`B`ξ死`旗,November1995,London,HMSO.

19>HMTr鄭Llry,FFIrGuidelines.0.5脚othiagtheProoue....IPnews,April1996,London,

亘IMSO.

.20)HM「1'reasury.翫'Ψ 確(物)o`μ η靭,PublicLkr<af5para・2・7・
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い規 模 で しが なか った 。 資 本支 出 全 体 に 占 め るPFIプ ロ ジ ェ ク トへ の 資 本 支

出 の 割 合 を見 て も,93年 の0,5%か ら ス ター トして94年 の1.0%,95年 の1.9%

と低 水準 で 推 移 してい る。 同数 値 は96年 に は5.3%と そ れ まで の数 倍 の規 模 と

な った もの の,依 然 と して社.会資 本 整 備 を補 完 す る位 置 に と どま っ て お り.こ

の 時 点 まで に お い てPFIは 財 政 再 建 策 の 目 玉 と して 社 会 資 本 整 備 を代 替 す る

もの と して は 位 置付 い て い なか っ た。

メ ー ジ ャー政 権 期 にPFIが 普 及 しなか っ た 主 要 な 要 因 は,.大 蔵 省 の 側 に お

い て推 進 体 制 が 整 っ て い る と は言 い難 か っ た こ とで あ る。 大 蔵 省 がPFIを 推

進 す る機 関 と して位 置 づ けたPFPは 行 政 権 限 を もた ない 組 織 で あ った た め.

PFIを め ぐ って 問 題 が発 生 した と して も具 体 的 な改 善 策 が とれ な い 脆 弱 な 組

織 で あ っ た。PFPが 作 成 した ガ イ ドブ ッ ク につ い て も,そ こで は..一般 的 な

PFIス キ ー ムが 提 示 きれ て い るの み で あ った た め,.具 体 的 な個 別 のPFIプ ロ

ジ ェ ク ト案件 に よ って は ガ イ ドブ ックが 参 考 にな らな い ケ ー ス もあ る とい っ た.

問 題 を抱 え て い た鋤。 こ う した 不 十 分 な推 進 体 制 の 下 で ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス

テ ィ ン グが 実 施 され る こ と に な った た め,各 省 庁 や 民 間事 業 者 は暗 中 模 索 の 中

で す べ て の公 共 プ 白 ジ ェ ク トにつ い てPFI導 入 の可 能性 を検 証 しな け れ ば な

らず,著 しい 時 間 と人 的資 源 を浪 費 させ る結 果 にな った。 この一 方 で,民 間 事

業 者 もPF工 に対 して 及 び腰 とな って い た 。 民 間事 業 者 がPFIプ ロ ジェ ク トを

受 注 しよ う と入 札 して も,各 省 庁 側 の 担 当 者 が 不 慣 れ で.あ る た めPFIプ ロ

ジ ェ ク トの契 約 締 結 まで に相 当 の 時 間 が必 要 とな り,そ の過程 で 多 額 の 入札 コ

ス トが 浪 費 され たか らで あ る。 例 えば,病 院分 野 に お い て96年 まで に30の プ ロ

ジ ェ ク トに対 してi億 ポ ン ドの.入札 コ ス トが つ ぎ込 まれ た に もか か わ らず,契

約 締 結 まで 進 ん だ 案件 が 一つ もなか っ た2%

以 上 の よ うに,メ ー ジ ャー 政権 は サ ッチ ャー政 権 以 降 の 行 財 政 改革 を総 括 す

る か た ち でPFIを 導 入.した もの の,こ れ を 十 分 に活 用 す る こ とが で きな か っ

2n坂 田,前 掲.論 文,68ペ ー ジ 。

22)D。 。i。、,Chevi。,・ ・C。・・t…1頑 ・Gact・sPFIhitsc・iti・alli・;"Building,(.)・ ・tuber1996p・18・
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た 。PFIを 普 及 さ せ る課 題 は保 守 党 か ら政 権 を奪 取 した ブ レア労 働 党 政 権 に

党 派 を超 えて 引 き継 が れ る こ とに な っ た。

mベ イツ 報 告 とPFIの 改革

労 働 党 は ・賞 してPFIに つ い て は批 判 的 で あ った 。 保 守 党 政権 時 代 に お い

て はPFIを 「効 果 が な い.」z:"と評 して い た 。 しか し,1997年5月 に政 権 に 返 り

咲 い て 以 降,労 働 党 のPFIに 対 す る態 度 は.一変 し.た。 労 働 党 は 国 民 生 活 を 充

実 させ る社 会 資 本整 備 を 重 視 す る一 方 で,国 民 負 担 を増 加 させ る増 税 に反 対 し

て い たか らで あ る。 ブ レアを 党 首 とす る労 働 党 は増 税 な き社 会 資 本 整 備 を実 現

す るた め の 現 実 路 線 と してPFIに 意 義 を 見 い だ い,,政 権 を奪 還 した直 後 に

PFI改 革 に乗 り出 した。

ブ レ ア労 働 党 政 権 は1997年5月 に,PFPの 主 要 メ ンバ ー で あ った マ ル コ.

ム ・ベ イ ッ氏(M,Rates)を 長 とす るPFIレ ビ ュー の 諮 問委 員 会 を 設 置 し,

PFI全 般 にわ た る 改 善 プ ラ ンの 作 成 を 委 託 した 。 翌 月 の6月 に は早 く も同 諮

問 委 員 会 か らベ イ ッ報 告 と呼 ば れ るPFIレ ビ ュー が提 出 され,政 府 は こ のベ

イッ報 告 を.全面 的 に受 け 入れ た 。 ベ イ ッ報 告 は 要 約 さ れ,勧 告 の か た ちで1997

年6月 に公 表 され だ51。

ベ イ ツ報 告 はPFIに つ い て の レ ビュ ー.と29項 目の勧 告か ら構 成 され て い る。

PFI改 革 は こ の べ.イッ報 告 の 勧 告 に基 づ い て 進 め られ た 。 以.ド,ベ イ ツ報 告

の内 容 を大 き く4点 に整 理 して示 して お こ う。 同 時 に,そ の 整 理 に対 応 さ せ る

か た ちでPFI改 革 の具 体 的 内容 につ い て ま とめ て い く。

第 一 は,推 進 体 制 の 整 備 で あ る。97年7月 に は従 来 の 推 進 体 制 で あ るPFP

は廃 止 さ れ,新 た にTrcsuryFinanceTaskforce〔 以.ド,TFTと 略 記)が 設置

さ れ た 。 これ は 前政 権 下 で のPFPの 脆 弱性 を克 服 す る た め に大 蔵省 内 に 設 置

23)1)...nnicJon.,Tee由ingTroubi郎,AssetFirs..,&LearmgDigest,1995/1996,p.12.

24)坂 田,前 掲論文,70ペ ージ。

25)'rleas皿yFlnanceTε 置skfD■ce、撫5R8餌一 珊 如 加R霧.ご,置ul9幡e4(http:"www・㎞ 一

【.e,.wy.gov.uk/pub.hしmlノ伽anじc/1997/bal邸rv.heal).
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され る こ と とな り,独 自 に行 政 権 限 を もつ 機 関 と な っ た一'aTFTは プ ロ ジ ェ

ク ト部 門 と政 策 部 門 か ら成 って い る。 プ ロ ジ ェ ク ト部 門 は二 年 間 の 時 限 的 な組

織 で,民 間 人 の エ イ ドリア ン ・モ ン ター ギ ェ(A.Montague)を チ ー フ に,民

間 出 身 の プ ロ ジ ェ ク ト ・マ ネー ジ メ ン トや財 務 の専 門家8人 の チ ー ムで 構 成 さ

れ,ト ップ は主 計担 当大 臣 に直 接 報 告 す る権 限 を有 して い る。 政 策 部 門 は.主と

して 公 務 員で 構 成 さ れ,マ ニ コ.アル の作 成 な ど を担 当 して い る。TFrは 優 先

プ ロ ジ ェ ク トの 選 定,プ ロ ジ ェ ク トの事 業 と して の 存 立 可 能性 の認 定,契 約 期

間の 検 討,政 府 以 外 か らの 外部 登用 に よ る専 門家 の水 準 の チ ェ ックな どを行 う

組織 で あ り,各 省 庁 と民 間 事 業者 と入札 ・交 渉 に 入 る前 か ら プ ロ ジ ェ ク トに関

与 す る こ とに な った 。 また,重 要 な プ ロ ジ ェ ク トにつ いて は進 捗 状 況 を定 期 的

に モ ニ タ リ ン グ してい る。

第 二 は,実 施 プ ロセ ス の 改 善 で あ る。 これ は第 一 で 述 べ た 丁胃 に よ る優 先

プ ロ ジ ェ ク トの選 定 を 目的 と した もので あ る。 この 点 につ い て は す で に ベ イ ツ

報 告 以 前 に,労 働 党 政権 トで新 た に主 計 担 当 大臣 に就 任 した ジ ェ フ リー ・ロ ビ.

ン ソ ン(J.Robinson)が 改 革 に 着 手 して い る。 彼 は就 任 早 々 の5月 に,す べ

て の プ ロ ジェ ク トに強 制 的 にPFIを 導 入 し よ う と した ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス

テ ィン グ をPFI普 及 に と って.大 きな 阻 害 要 因で あ る と し て廃 止 した 、,ベイ ッ

報 告 で は この改 革 の 方 向 を さ らに.発展 させ,大 規模 プ ロ ジ ェ ク トや.成 功 が 見

込 まれ 費 用 削 減効 果 が高 い プ ロジ ェ ク トを優 先 的 に進 め る こ.とが提 唱 さ れ た。

分 野 と して は教 育 分 野 や社 会保 障分 野 に重 点 が 置 か れ る よ う にな つ準 。 これ を

受 け て,保 健 省 は凍 結 して い た43のPFIプ ロ ジ ェ ク トの 中 か ら97年7月 に14

の病 院 プ ロ ジ ェ ク トを,さ ら に翌98年4月 に10の プ ロ ジェ ク トを選 定 し優 先 的.

に 進 め た 。TFTは98年2月 に52のPFIプ ロ ジ ェ ク トを優 先 プ ロ ジ ェ ク トに認

定 し,事 業 と して存 立 可 能 で あ る保 証 を与 えた 。 同 年10月 に は さ らに30の プ ロ

.ジ ェ ク トを優 先 プ ロ ジ ェ ク トに追 加 し てい るZ%

26)Jones,ρ ρ 「舐,P'21『

27)坂 田,前 掲 論 文,72ペ ー ジ.

d
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第 三 は,過 去 の 教 訓 ・経験 の 反 映 で あ る 。 ベ イ ッ報 告 は,中 期 的 に は.各省 庁

の職.員がPFIに 習 熟 した.ヒで,独 自 にPFIの 調 達 手 続 きを 進 め る こ とを 目標

と して い た 。TFTは それ ま で 職 員 を研 修 す る役 割 を 担 って い る過 渡 的 な 組織

で あ っ た 。 各 省 庁 の 職 員 に 対 す る研 修 体 制 の 一 環 と してTHはPFIプ ロ

ジ ェ ク トにつ い て マ ニ ュ ア ルの 整 備 を 進 め た 。 こ う した マ ニ ュ ア ル作 成 業 務 は

TFTの 政 策部 門 が担 当 してい る。TFT設 置 以 降,PFIに 関 す る.マニ ュ ア ルの

数 は 着 実 に増 加 して い る。 例 え ば,98年8月 に 出 さ れ たGuidanceonProject

Agreement2呂,は,標 準 的 な プ ロ ジ ェ ク トの モ デ ルや 交 渉 内 容 が 示 され た 契 約 書

作 成 の ガ イ ドブ.ックで あ る。 同 書 で は,プ ロ ジ ェク トが 途 中 で 中止 に な った場

合 の措 置 が,発 注 側 の 事 情 に よ る場 合,供 給 者 側 の 事情 に よ る場 合,不n].抗 力

の場.含 にわ けて 詳 述 され て い る。 ま たHowtoAppointandManageAdvisors.

tQPFIPr(レjecし 評 で}よ,各 省 庁 が 外 部 登.用す る専 門 家 につ い て,費 用 が 安 い と ・

い う理 由 だ けで は採 用 す べ きで は な い こ と,専 門家 を 育成 して内 部 登 用 で き る

よ うにす る こ とな どを助 言 して い る。

第 四 は,入 札 コス トの 削 減 で あ る。 ベ イ ッ報 告 で は,こ れ は以 上 の3つ を通

じて 達 成 され る もの と され た。PFIプ ロ ジ ェ ク トの 原 則 を共 通 化 し,契 約 書

類 の 雛 形 を作 成 し,PHに 関 す る文 献 を体 系 的 に整 理 す る こ とな ど を進 め る

こ とで,PFI実 施 プロ セ.スにか か る時 間や 費 用 の 削 減 を 目指 した 。

ベ イ.ツ報 告 は以 上 の よ う な4点 を柱 と して お り,PFIに 関 して 包 括 的 な 改

革 方 針 を提 起 す る もの で あ っ た 。 こ の ベ イ ッ報 告 に よ ってPFIは 大 きな 画 期

を迎 え る こ とに な る。 前 掲 ¢)第3表 を 見 て い た だ きた い。 ベ イ ッ報 告 が 議 会 に

提 出 さ れ た97年 以 降,PFIプ ロ ジ ェ ク トへ の 資 本 支 出 額 は 目 に 見 え て増 加 し

て い る、=,とくに.97年 にお い て は 前年 か らの増 加 額 が14億 ポ ン ド,98年 に おい

て は 同様 に ユ2億ポ ン ドとい う増 加 を達 成 して い る 。 これ は96年 まで の1億 ボ ン

28〕TreasuryFinanceTaskforce,71α5匂 わπ 直Gぬ`Zα ηぐeonR切 〃αAκ7僧 服 鵬Augu5吐1匪)8,LDr1.

d【〕n,HMSO.

29〕TreasuryFinance,Task(orce,Haw`ρA戸 ρ伽 オ α≒ぜMα παg8直4幡 θ蒔 ω 距 ア 片 ψ`'∫

(http;!/www.trees.工y-projects.{askforce.gov.uk/series-3/technQte3〆3tech-00.html).
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ドから・億ポ・ドと… た増加額から比べて翻 騨 削1と 言えるものであ・

た 。

97年.に 公 表 され た ベ イ ツ報 告以 降,な ぜPHは 急 速 に普 及 す る に至 っ た の

で あ ろ うか 。 そ の 要 因 は,PFIに 対 す る大 蔵 省 の 政 策 ス タ ンスが 転 換 した こ.

と に あ る 。 す なわ ち,PFI導 入 に際 して 各 省 庁 に 自 由 を 与 え る とい うス タ ン

スか.ら大 蔵省 が積 極 的 に 関与 して い くとい うス タ ン スへ の転 換 で あ る 。 こ の転

換 は大 蔵 省 に よ るユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ングの 廃1Lと 優 先 プ ロ ジ ェ ク トの選

定 とい う過 程 の 中で 実 行 され た 。

す で に述 べ た よ うに ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ン グは,各 省 庁 にPFI導 入 の

μ∫能 性 を 検討 す る こ とを義 務 づ け る もの で あ る。 これ を大 蔵 省 に よ る各 省 庁 へ

の行 政 管 理 とい う側 面 か ら と らえ 直す と,こ の時 点 にお け る大蔵 省 は 各 省庁 へ

のPFI導 入 に関 して積 極 的 に関 与 して.いなか った と見 る こ とが で きる。 す な

わ ち,大 蔵省 はPFIを ス ター トさ せ る こ とにつ い て は 主 導 的役 割 を担 っ たが,

実 際 の 具体 的 な:導入 につ い て は各 省 庁.にフ リー ハ ン ドを与 え て実 施 さ覚 たの で

.あ る.こ れ は,先 述 し.姑 うに,PFIの 基 本 理 念 が プ ・ ジェ ク トに 関す る裁

量 をで き る限 り各 省 庁 や民 間事 業 者 に委.議す る こ とで あ った た め で あ る と言 え

る。 大 蔵 省 は 自 らが 制 定 し たPFIの 基 本 理 念 に従 い,個 別 プ ロ ジ ェ ク トへ

PFIを 導 大 して い く作 業 を各一省 庁 に任 せ た の で あ る。

しふ し,労 働 党 政 権 下 で 新 た に 組 織 さ れ た 大 蔵 省 は,PFIの 普 及 とい う点.

で 目立 った成 果 を見 なか ったユ ニバ ーサ ル ・テ ステ ィン グをす ぐさ ま廃 止 した。

こ の.ようなPFIに 対 す る ス タ ン スの 転 換 は ベ イ ッ報 告 以 降 さ ら に促 進 され る

こ とに な る。 まず 大 蔵 省 は,各.省 庁 任 せ とい う性 格 の 強 か った ユ ニ バ ー サ ル ・

テ ステ ィ ン グ に 代 わ り,PFIの 基 本 理 念 に適 合 的 で あ り優 先 的 に 進 め るべ き

で あ る と判 断 した プ ロ ジ ェ ク トを.各省 庁 に実 施 させ て い くこ と と した 。 ま た 同

時 に,優 先 プ ロ ジ ェ ク トを確 実 に 各省 庁 に実 施 さ せ る推 進 体 制 と してPFPを

改 組 してTFTを 設 置 し,そ のTFTに 各 省 庁 がPFIプ ロ ジ ェ ク トを立 ち 上 げ

る 前か ら関 与 さ せ て い る。 大 蔵 省 は 省 内 の.一部 局 で あ るTFTを 媒 介 と して
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PFIの 導 入 ・実 施 過 程 に お い て 主 導 権 を 発 揮 し,自 らの 視 野 の 範 囲 内 で 各 省

庁 を管 理 す る こ とで.PFIを 強 力 に押 し進 め て い った の で あ る 。

先 の 第 診表 で 見 た よ う な97年 以 降 に お け るPFIの 普 及 の 要 因 に は,大 蔵省

の こ う した 政 策 ス タ ンス の転 換 が あ っ た 。 単 に,PFIが ス ター トし てか ら約

6年 の 月 日の 中で 培 わ れ て きた ノ ウハ ウが こ こに 来 て よ うや く結 実 した とい う

議 論 で はす ま され ない 。 現 実 の 推:移を 注 意深 く見 て い くに,さ ら に注 目 され る

べ き点 は,ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ングが 廃IF 一されTF1'が 優 先 プ ロ ジ.エク ト

を選 定 す る過 程 を通 じて,大 蔵 省 の 政 策運 営 ス タ ンスが 中央 集 権 的 と な り,各

省 庁 へ の統 制 が 強 化 さ れ た こ とで あ る。 こ の よ う な大 蔵:省主 導 の 政 策 運 営 が

PFIの 普及 を もた ら した 決 定 的 要 図 と して 評価 さ れ な け れ ば な ら な い巳o;。

ただ し,大 蔵 省 の この よ うな 政 策運 営 ス タ ンス の変 化 は,各 省 庁 に と って も,

ま た民 間事 業 者 に と って も積 極 的 意味 を もつ もので あ った こ とを 見 落 と して は

な らな い川。 ユ 辱バ ーサ ル ・テ ス テ ィ ング の廃 止 は 各省 庁 の負 担 を軽 減 し,各

省 庁 か ら歓 迎 され た 吻。 また,優 先 プ ロ ジ ェ ク トの絞 り込 み は,停 滞 して い た.

調 停 手 続 き を着 実 に 前進 させ た。.先述 した 保 健 省 の14の 第 一 弾優 先 プ ロジ ェク

トは98年8月 ま で に そ の 半 分 が 契 約 終 結 に い た り,TFTの 選 ん だ52の プ ロ

ジ ェ ク トは98年1ユ 月 ま で に40億 ポ ン ド近 い 契 約 を結 ん で い る。 入札 コス トにつ

30)本 稿の こうした分析は,ニ ュー ・パ ブリック ㌦マ ネジメ ン ト理論 〔以下,NPM理 論 と略記)

に対す る問題 提起を含んだ ものである。NPMW論 とは,先 進諸国にお ける行財政改革の理論的

バ ックボー ンとなっている理論である。NPM理 論においては.公 共サー ビスに関す る権限 を末

端の行 政.単位 へと委譲 してい くこと,つ まり分権化 してい くこ とが行財 政改革 のあ るべ き方向 と

して展望 されてい る。 しか し,本 稿 の分析に よって,PHに おいて ばそ うした分権化 が進展す

る と同時に,中 央集権化 が進行 してお り,む しろそ うした 集権化 がPHの 普 及へ と結びついて

いる ことが明 らかになった.つ ま り,NPM理 論が描 いている ビジョンとは異なった現実が摂関

されてい る。 こう した現 実の動 きを踏まえなが らNPM理 論 を正確 に位 置づけ るこ とが必 要 と

な.るが,そ の作 業 は後 日を期 した い.な お,NPM理 論につ いては,さ しあた り,大 住荘 四郎

「二孟一 ・パブリ ック ・マ ネジメン ト』 日本評論杜,1999年 を参照 され たい。

31)TheFirstNilmMQntlls,W蔽!w翫 ρ``ゴ&買{Ja【nary1998,p.3.

32)..各 省庁が実施す る.プロジ・汐 トすべてを検証 しなけれ ばならないユ ニバーサ ル ・テステ ィング

は,各 省 庁にPFIに 関する経験 を蓄積 させ る.方 で.多 大 のコ ス ト負担 を強要す る ことになっ

ていた。各省 庁ではPFTそ の ものへの懐疑論が投 げかけ られるほ どユ ニバー サル ・テステ ィン

グへ の不満が蓄積されていた。TreassuryCDmmitt冊,ψ.ビ ピ!.,pax.38.
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い て も,道 路や 刑 務 所 の よ うなあ る程 度 定 型 化 した 分 野 に お い て}ま.扁 減 垣 内

に あ る と評.価され て い る3㍉

.他 方で,大 蔵 省 に よ る各 省 庁 へ の統 制 強 化 を可 能 に した 技 術 的 基 盤 に つ い て

も言 及 して お か な け れ ば な ら ない.そ れ は,TFTが もつ 各 省 庁 職 員 の研 修 体

制 と して 位 置、づ けの で あ る。

TFTは 職 員 の研 修 体 制 のヴ 環 と してPFIプ ロ.ジェ ク トに 関す るマ ニ ュア ル

の 整 備 を 勘 て い 。 た..こ こで ポ イ ・ トとな るの は ・ マ ニ ・ア ル整 備 はベ イ ツ

報 告 で 要 請 さ れ たPFIプ ロ ジ ェ ク トに関 す る 契 約 や 人 孔 手 続 きの標 準 化 を促

進 幅 とい う機 能 を 果 た した こ とで あ る.こ れ に よ りPF・ プ ・ ジ ェ ク 陸 実

施 しよ う とす る 各省 庁 の 職 員 は,マ ニ ュア ル を参 照 しなが ら交 渉 を進 め て い く

こ とが で き る こ と に な った 。TFTが 取 りそ ろ え た 一 連 の マ ニ ュア ル群 に対 し

て,ζ れ がTFTの 最 大 の 成:果で あ る と 僻 され て い る』畳:ト・

TFTが 果 た した この よ う な各 省 庁 職 員 の研 修 体 制 と して の役 割 が な けれ ば,

PH導 入 に 際 して の 大 蔵 省 に よ る各 省 庁 へ の 統 制 醸 際 に 膿 能 しな カめ た

で あ ろ う。 ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ングの経 験 を.見れ ば 明 らか な よ うに,大 蔵

省 の要 請 を受 け入 れ るだ けの技 術 的基 盤 が 各 省 庁 側 の 職 員 にな か ったか らで あ

る.TFrが 整 備 した マ ニ ・ア ル1款 蔵 省 が 各 省 庁 にPF・ の導 入 を お し進 め て

い く際 の 強 力 な テ コ とな る も ので あ った 。.

以 上 の よ う に,ベ イ ツ報 告 以 降PFIが 急 速1ヒ普 及 す る過 程 に お い て 大 蔵 省

は主 導 的役 割 を担 っ て きた 。 こ う した 大 蔵 省 の 姿 勢 は 労 働 党 政 権 のPFIに 対

す る政 策 ス タ ンス と も歩 調 を 同 じ く して ㌧・る・ 労 働 党 政 榴 泊 ら のPFIへ の

軸 組.み を,政 府 眼 間 と の パ ー.け 一 シ ・プ,p・bli・P・i・ … 戸・・…ship

(以下,PPPと 略 記)と 称 して い る3%こ こで はPublicと い う 言葉 がPFI

の 中 に 明確 に 盛 り込 まれ て い る こ と に注 目す べ き で あ る 。PFIをPPP.と 言 い

33)1bid.,P、4.

34)PHspotting=ヒhePPPTrack.TheRankerSept,一her1998,p.24.

35)IIMT,e。,u,y,Fピ 　 ・d・撫 轍 鮒 ・・ゴB晦 ・尺ψ砿HC85」9師 ・H餌1SO・L{mdo['・P・16・
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換 えた こ とに,労 働 党 政 権 がPFIに お い て民 間で は な く政 府 の位 置 づ け を重

要 視 して い る姿 勢 が 現 れ て い るか らで あ る。 保 守 党 政権 で はPFIに 対 して 公

共 サ ー ビス に 関す る事 業 をで き るだ け民 間 に 移転 す る とい う考 えか に た って い

た の に対 し,労 働 党 政 権 はPFIをPPPと 置 き換 え る こ とで 政 府 の 役 割 を強 調

し,PPP下 の 公 共 事 業 に お い て は政 府 主導 を 軸 と しなが ら民 間 資 金 や ノ ウハ

ウを活 用 して い くとい う考 え方 にた って い る 。

労 働 党 政 権 下 に おい てPFIがPPPと して位 置 づ け なお され た の は,労 働 党

が伝 統 的 に有 して い る 「大 きな 政府 」 路 線 が 反 映 され た 結 果 で あ る と言 って よ

い。 た だ し,こ こで指 摘 して お か な け れ ぼ な らな い 点 は,労 働 党 の伝 統 的 な

「大 き な政 府 」 路 線 が そ の ま ま継 承 され て はい ない こ とで あ る。労 働 党政 権 は

97年 に政 権 に返 り咲 く以前 に 国有 化 政 策 に象徴 され る従 来型 の労 働 党 の政 策 路.

線 に固 執 しな い姿 勢 を明 確 に して お り痴,政 権 に就 い て 以 降 も保 守 党 政 権 時 代

か らの 継 続性 を 意 識 して市 場 メ カ ニ ズ ム を基礎 にお い た政 策 運 営 が 遂 行 され て

い る37)。ブ レア 政権 は こ う した 労 働 党 の 政 策 方 針 の 転 換 を ア ピー ルす る機 会 と

してPFIを 位 置 づ けて お り,政 府 が 全 面 的 に 介 入 せ ず と も公 共 サ ー ビス を 充

実 さ せ るた め の政 策 的 手 法 と してPHを 評 価 して い る。PPPと は こ う した 労

働 党 政権.の政 策 的 姿 勢 が 表 現 され た もので あ る。

しか し 同時 に,労 働 党 政 権 ドに お け るPFIか らPPPへ の 進 展 はPFI導.入

当初 か らめ現 実 で の動 き を踏 ま えた もの と して理 解 され るべ きで あ る。保 守 党

.政 権 時代 に お い て契 約締 結 され 実 際 に稼 働 して い るPFIプ ロ ジ ェ ク トの 中 に

は政 府 の役 割 が重 視 さ れ る こ とが 成功 要 因 とな った 案件 が あ った か らで あ る二㌦

36)労 働党は95年5月 に,18年 以来固持 し続けてきた生産手段の公有化方針を改正し,これ以降労

働党の近代化を進めていた.労 働党が97年に保守党から政権を奪還することが可能になったのは

こうした労働党の現実的な自己改革があったことが大きな要因の一つである.

37)い わゆる 「第三の道」と言われるブレア労働党政権の政策運営である。..第;の道」について

は.An℃honyGiddensJぬ8丁 掘㎡ 既 ン'丑`'飾z耀 ・μ'rゾ5ρ磁 ♂P6脚`縦 ツ,Po【jtyPrcssll99婁,

あるい は,TonyB1邑 軋ir,丁加 丁 ゴ々rぱ1職γ'N㎝ ・Polit,,fortheNewCentury,FabianSOciety,
199Sを 参照のこと昌

38)例 えば,刑 務所に関するPF1プ ロジェクトが挙げられる。刑務所プロジ.エク トにr身いての詳

細な検討は別の機会に譲りたL・が,さ.しあたり,NationalAuditOffice,了 痂 朋G胤 昭儒/
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PPPと い う考 え 方 は そ う したPFIの 現 実 的 な到 達 点 を取 り入 れ た もの と言 え

る、,PFIか らPPPへ の 発 展 過 程 に示 され て い る労 働 党 政権 の 政 府 主 導 とい う

政 策 運 営 ス タ ン ス は,そ れ が 大 蔵 省 がPFI導 入 へ 主 導 的 役 割 を 果 た す 際 の 政

策 的 根 拠 を与 え,PFIの 普 及 に積 極 的 作 用 を 及 ぼ した もの と し て評 価 さ れ な

けれ ば な ら ない 。

お わ り に .『

本 稿 で は,PFIと は政 府 主 導 に よ る民 間部 門 を活 用 した 社 会 資 本 整 備 の 手

法 で あ る とい う観 点 の..卜.で,PFIの 導 入か ら普 及 へ 至 る ま で の 政 策 的展 開 を

トレー ス しつ つ,そ の過 程 で 大 蔵 省 が 主 導 的 役 割 を果 た して きた こ とを論 じて

きた.輔 の こ う した 作業 に よ ・ て 明 らか}・な?た の は以 下 の2点 で あ る・

第 一 は,PFI'L,80年 代 以 降 の イ.ギリス に お け る行 財 政 改 革 の 中軸 に位 置 づ

け られ てい た 点 で あ る。 具 体 的 に は,80年 代 以 降 の行 財 政 改 吊:の主 要 な 目標 で

あ った 財政 削 減 と90年 代 に組 上 に.ヒる こ と とな っ た.公共 サ ー ビ スの 充 実 とい う

二 つ の 政 策 的課 題 を 同時 に克 服 す る とい う意 義 がPFIに 結 実 して い る こ とが

本 稿 で は 浮 き彫 りに な っ て い る 。 第 二 の 点 は,こ う した 意 義 を もつPFIが 普

及 ・拡 大 して い く過 程 は大 蔵 省 を は じめ と した イギ リ ス政 府 の積 極 的 な イ ニ シ

ア テ ィ ブの 下 で 展 開 され た こ とで あ る。 本 稿 で は,PFIが 導 入 ・実 践 され る

過 程 は政 府 が 社 会 資 本 整備 に関 す る業 務 を一 方 的 に手 放 して い く過 程 で は な く,

そ の 一 方で 社 会 資 本 整 備 にお け る政府 の役 割 が 強 調 され る過 程 で あ った こ とを.

示 した 。 こ う した現 実 の推 移 を念頭 に置 い た場 合,一 般 的 に見 られ る よ うな,

PFIは 民 間 主 導 に よ る社 会 資 本 整 備 で あ る とい う定 義 は政 府.主導 と い うPFI

の 本 質 的 性 格 を見 過 ご した 不 十 分 な規 定 で あ る と言 え る。PFIは 政 府 主 導 に

よ る民 間部 門 を活 用 した社.会資 本 整 備 と して把 握 され な けれ ば な らな い鋤。

∀ ・・.轍 　面 〃 ・… ・吻 隔 ・・HC・ 詔・TheS… 一 ・・・・・・・・・・・・… 蜥 を郷 地

たいロ

39)念 の肋 に断 。て お くとPP[i・ つ いて積極 的麟 しか認 めてい な㌧・浦 ではない・国民 的

関心か ら改め てPFIを 注視す る場.今.容 易にその問題点が見いだ され る。一つ挙 げてお くと,/
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しか しなが ら,PFIに 対 す る この よ うな 評 価 は,イ ギ リ ス政 府 のPFIに 対

す る政 策 的 ス タ ンス の 変 遷 を 巨視 的 に分 析 す る に と ど ま っ て い る。PFIが も

つ イ ギ リス行 財 政 改 革 に と って の意 義 を総 体 的 に確 定 す るに は ,本 稿 で述 べ た

PFIの 本 質 的性 格 が 個 別 プ ロ ジ ェ ク トにお い て どの よ うに 貫 徹 して い るか ,

す な わ ち,大 蔵 省 を は じめ と した 政 府 が 主 体 とな って民 間 部 門 を コ ン トロ ー ル

しな が ら個 別 のPFIプ ロ ジ ェ ク トが 進 め られ て い る こ と を明 らか に す る必 要

が あ るが,こ の 論 点 につ い て は 次稿 の 課題 と した い。

＼PFIに おいて は民 間部 門を取 り込む必 要上 か ら公共 プロジェク トに一定 の収益性 ぶ求め られ る

が,す べての公共プロ ジェク トが収益性 を有 してい るわけではな く,し たが って,国 民が必要 と
してい る公共 プロ ジェ.クトが収益 が.剋込め ない とい う理由か ら放置 され るとい う問題 であ る

。
PFIが 抱 えるこう した諸問題 を明確にL.て い く作業 は,PFIが 社会 資本整備の 中に深 く位 置づ
けられ る昨 今において よ り必要不 町欠な課題 とな っている,こ うした作 業ぽ今後 の課題 と した1.・。


